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　近年、患者、国民の意識の変化から「医療の質」が大きな関心事となり、行政機関をは
じめ、医療の質向上に向けたさまざまな取り組みが進められていることは周知の事実であ
る。医療の質の向上に向けた取り組みは、筆者が所属する公益財団法人日本医療機能評価
機構が1997年より開始した病院を対象とした専門家による第三者評価（病院機能評価）が
代表格と自負するが、今日はそれ以外にもさまざまな分野で多様な取り組みが進められて
いる。最近では、臨床指標（臨床評価指標）やクオリティ・インディケーター（Quality 
Indicator：QI）などと称される指標の計測による改善が台頭されるが、OECDのレビュー１）

でも指摘があるとおり、わが国における指標の活用は非常に限定的である。
　そこで本稿では、医療の質向上に向けたさらなる取り組みとして近年注視される「医療
の質指標（以下、質指標）」について解説するとともに、当機構が2019年度から厚生労働
省の支援を受けて運営する「医療の質向上のための体制整備事業（以下、質事業）」および
現在取り組みを進めている「医療の質可視化プロジェクト」について紹介する。

医療の質指標の基本的な考え方

質指標については、長きにわたり国内外

で活用の意義等が提唱され、今日では一定

の理解が浸透する。しかし、わが国におい

て質向上のために指標を計測する病院は

1,000施設程度とされ�2）、また、計測結果を

もとにPDCAサイクルを継続して実施する

病院はさらに限定的との指摘がある。

質指標の活用が、わが国の医療の質向上

において市民権を獲得するに至らない理由

は、「医療の質指標」の設定、計測および解

釈の難易度にあると筆者は考える。そこで、

本項では、「医療の質」および「医療の質指

標」について共通した理解を深めるため、

質事業で取りまとめた「医療の質指標基本

ガイド」をもとに、医療の質指標の基本的

な考え方を解説する。

（１）医療の質とは

医療の質は、さまざまな立場（患者・国

民、医療従事者、行政機関、保険者等）で

解釈され、時代の流れとともに常に変化し、

進化するものと示唆される。本誌読者にな

じみのある、SPO（ストラクチャー、プロ

セス、アウトカム）で医療の質を評価可能

と提唱した米国の医療経済学者であるアベ

ディス・ドナベディアン教授は、医療の質

を「正当な方法で狙った目標を達成する能
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力」�3）と定義する。また、米国医学研究所

（Institute of Medicine：IOM）は、「個人お

よび集団に対する保健サービスが、期待し

た健康アウトカムを達成できる可能性を増

やし、かつそれが最新の専門的知識に沿っ

ている程度」４）と定義し、近年、多くの国

でIOMの定義が受け入れられている。

質事業では、「医療の質」を事業目的であ

る「現場の自主的な質改善活動の充実」、「医

療の質を可視化し信頼性を向上」に照らし、

OECD Health Care Quality Indicator プロ

ジェクトが取りまとめたフレームワークを

参考とした５）。

OECDのフレームワークでは、健康に影

響を及ぼす要因として「医療以外の健康決

定要因」、「医療システムパフォーマンス」

および「健康システムの設計、政策、文脈」

と整理し、医療の質を分かりやすい概念図

で表現する（図表1）。OECDは、多くの先

行研究の結果を踏まえ、医療の質の特性を

3分類（中核、下位、医療システムパフォー

マンス）で整理し、中核に位置づける特性

を「有効性」、「安全性」、「応答性／患者中

心性」とする（図表2）。

また、有効性を「エビデンスに基づいた

医療を効果が得られる可能性のある者に正

しく提供し、効果が得られない者には提供

しないこと」、安全性を「医療に関連した不

要な害のリスクを許容可能な最小限の水準

まで減らすこと」、応答性／患者中心性を

「患者・利用者を中心に据えた医療システム

を機能させ、患者・利用者の意向、ニーズ、

図表１　医療システムのパフォーマンス測定のための概念図
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価値を尊重した医療を提供すること」と定

義し、ライフステージ（一次予防、急性期、

慢性期、終末期）に応じて変化すると説明

する。

（２）医療の質指標とは

医療の質の定義に基づき、「質を量的な値

に変換すること」が質指標の基本的な解釈

であるが、ここでは医療の質指標の意義に

ついて、改めて解説する。

前段で述べたIOMによる医療の質の定義

は、「これまでの知見から望ましい、あるい

は標準と判断される医療行為（エビデンス）

にどの程度合致しているのかという度合い」

と言い換えることが可能である。

質の高い医療には、エビデンスに基づい

た医療の実施が必要であることは疑いのな

い理解ではあるが、エビデンスに基づいた

望ましい医療と実際に行われている医療に

乖離があることは、現実問題として存在す

る（この乖離は「エビデンス・プラクティ

ス・ギャップ」と呼ばれる）。

ギャップの解消には、現状におけるギャッ

プの度合いを可視化し把握することが必要

であり、質指標の活用は有用である。

質指標は、ギャップを定量的に示すこと

が可能となることから、原因分析、対策の

立案など改善に向けたPDCAサイクルとい

う仕組みの導入が、ギャップの解消につな

がることが大いに期待される。しかし、質

指標の活用には留意すべき点がある。

①指標の値には限界がある

診療・ケア等の行為を表現するプロセス

指標で頻用される「標準医療の実施率」は、

患者要因により標準医療を提供できない場

合があり、標準医療を機械的に当てはめて

しまうことは、患者によってリスクを高め

ることになる。

提供された医療の結果を表現するアウト

カム指標には、患者の基礎リスクの違いが

指標の値に影響を及ぼし、解釈を誤認する

可能性がある。また、診療行為の結果が出

現する時間的な制約が生ずることから、い

つ時点の医療を評価しているのか不明瞭に

なる点もある。

なお、これら評価には、データソースが

影響することにも留意する必要がある。通

常、データは単一施設のみを取り扱うため、

患者が複数施設で医療を受けた場合には、

データが限定的であることを念頭に置くべ

きである。

②計測過程の詳細に注意が必要である

データの取得方法が指標の値に影響を及

ぼす可能性がある。一般的に、鮮度の高い

データがより質の高い結果をもたらすとさ

図表２　OECDによる医療の質の特性分類
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れるため、新たにデータを収集する場合が

ある。その際、恣
し

意
い

的にデータの取捨選択

が判断され、指標の値が現状をうまく反映

されないということが生ずる。データの収

集過程は、可能な限り統一する必要がある。

③指標の内容は変化することがある

プロセス指標で「標準医療の実施率」な

どを使用する場合は、医療の進歩によって

標準が常に変化する。また、アウトカム指

標についても患者の価値観等により重要度

が変化する。指標の内容が時代とともに変

化することに留意が必要である。

④総合点の取り扱いにルールがない

質指標は質を表現する1つの尺度である

が、単一の質指標で表現できる範囲は限定

的である。そのため、医療の質を全体とし

て捉えるためには、必然的に数多くの質指

標が必要となる。

施設管理者等から質指標を束ねた総合点

が求められる場合もあるが、総合点の作成

方法には定型の方法がない。各質指標に相

対的な重要度が決められ、対応した重みづ

けが設定できればよいが、重みづけを決定

づけることは容易でない。なお、総合点と

して表現された値が文脈を不透明にし、何

を意味するのか理解不能となる可能性も指

摘される。総合点は、方法論として限界が

あることに留意が必要である。

（３）質改善に資する医療の質指標の要件

ここでは、質改善のためのツールである

質指標に求められる要件について、質事業

が整理した内容を紹介する。質事業では、

諸外国の事例を参考に、質改善に資する指

標を６つの基準で整理した（図表3）。

質指標は、６つの基準を一定程度満たす

ことが望ましいと考えるが、すべての要件

を完全に満たす指標を探し求めるより、現

場の状況を可視化し、改善のきっかけとな

る情報を示すことが可能な指標であれば、

積極的な活用を検討することがより重要と

捉えている。

なお、質事業では、事業に協力いただい

ている医療関係団体６）が、長年の検討を経

て運用する指標を団体のご理解、ご協力の

図表３　質改善に資する質指標の要件
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もと収集し公開する。ぜひ、質事業オフィ

シャルサイトをご覧いただきたい（図表４）。

モデル事業（医療の質可視化プロジェ
クト）の実施

質事業では2022年度、全国の病院が共通

の質指標を一同に計測し、みんなで現状を

把握することを目途とした「医療の質可視

化プロジェクト（以下、プロジェクト）」を

9月から年度内で現在実施中である。

本項では全国規模で実施するプロジェク

トの概要を紹介する。プロジェクトに興味

がある方は、事務局（qi_pilot@jcqhc.or.jp）

まで問い合わせをいただければ幸いである。

（１）プロジェクトの目的・対象

プロジェクトはその目的を「医療の質指

標を活用した計測活動の継続的な実施」、

「自院の立ち位置を把握し、質改善活動の契

機とする」の2点とし、対象を病院の機能・

規模等にかかわらず「医療の質向上に向け、

質指標を用いた取り組みに関心のある全国

の病院（8,238施設）�7）」とする。執筆時点

（9月30日現在）で、全国各地から機能・規

模を問わず433病院に協力いただいている

（図表５）。

（２）プロジェクトの流れ

プロジェクトに協力いただく病院（以下、

協力病院）は、質事業が検討し設定する「病

院の質管理に重要な指標」について、別途

定める手順書に沿ってデータを計測し提出

していただく。

提出していただいたデータは事務局にて

集計し、各協力病院へ還元（自院の現状を

客観的に把握可能とする情報）する流れで

ある。なお、そのほかにも計測データの解

説、質改善活動に向けたアプローチ等、協

力病院限定のセミナーに無料で参加いただ

けるよう、現在企画を調整中である。

（３）�プロジェクトで取り扱う指標（医療安

全、感染管理、ケア）

プロジェクトで取り扱う指標は、医療安

全に関する3指標、感染管理に関する3指

標、ケアに関する3指標の合計9指標で構

成する。これら9指標は、質事業で収集し

た国内で運用される指標（2,398指標）から、

「（3）質改善に資する医療の質指標の要件」

で記載した要件をもとに、質事業において

選定し決定した（図表６）。

今後の動向

最後に、質事業の今後の動向について可

能な範囲で紹介する。

わが国において、医療の質指標の活用が

限定的であることは前述したとおりである。

2010年度から2018年度まで実施された厚生

労働省の事業（医療の質の評価・公表等推

進事業）を経ても、いまだ1,000病院程度の

取り組みに終始する。そのような状況下、

質事業では事業開始以来、関係者と丁寧な

図表４　�質事業オフィシャルサイト
（指標検索サイト）
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図表６　プロジェクト協力で取り扱う指標一覧

図表５　プロジェクト協力病院の現況（433病院　2022年９月30日現在）
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తە߅ༀ༩率

ͷ͏ͪɺखज़։࢝લ 1
ༀ͕ە߅Ҏʹ༧తؒ࣌
༩։࢝͞Εたखज़݅数

खज़ࣨͰͬߦたखज़݅数

έΞ

7 E 2（ਅൽ·Ͱͷ損ই）Ҏ্ͷ
᧘ᚃൃੜ率

E 2（ਅൽ·Ͱͷ損ই）Ҏ্
ͷ院৽ن᧘ᚃൃੜ患者数 入院患者Ԇ数

8
Ҏ্ͷ患者ͷ入院ૣ期ͷࡀ65
ӫ養έΞΞηεϝϯτׂ࣮ࢪ
߹

ͷ͏ͪɺ入院 3日·
Ͱʹӫ養έΞΞηεϝϯτ
ʹΘΕた͜ͱ͕Χϧςߦ͕
Εた患者数͞ࡌه

Ҏ্ͷୀ院患者数ࡀ65

9 ମ੍率 ͷ͏ͪɺཧతମ
੍Λ࣮͠ࢪた患者Ԇ数 入院患者Ԇ数
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議論を進めるとともに、医療現場が比較的

負担なく、自主的な質改善活動が充実され

るよう、さまざまな施策を投じてきたとこ

ろである。

今後は、これら活動を継続させるととも

に、最終的にはわが国で重要な質指標の標

準化と展開および計測データを一元的に管

理できる仕組み等を整備し、わが国におけ

る医療の揺るぎない信頼性の確保に貢献し

ていきたいと考える。

おわりに

本稿では、誌面の都合上、限られた範囲

で多くの情報を記載させていただいた。質

事業は、従来から取り組まれる質改善活動

を阻害するものでなく、より発展的な事業

でありたいと考える。これまでの取り組み

等については、随時、質事業オフィシャル

サイト（https://jq-qiconf.jcqhc.or.jp/）に

掲載中なので、適宜参考にしていただけれ

ば幸いである（図表7）。
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図表７　質事業が提供する医療の質向上のためのツール群
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